
１．条 例 
 

議 案 番 号 件  名 内      容（主なもの） 

議 決 月 日 

結 果 

採 決 状 況 

付 託 

委員会 

議 案 

第 １ ０ 号 

堺市情報通信技術

を活用した行政の

推進等に関する条

例の一部を改正す

る条例 

情報通信技術を活用した行政をより一層推進し、行政運

営の簡素化及び効率化を図ることにより、市民の行政手続

等に係るさらなる利便性の向上に資するため、電子情報処

理組織による申請等の対象範囲を拡大することとし、所要

の改正を行うもの 

 

◯ 令和4年4月1日から施行 

３月２４日 

可 決 

全 会 一 致 

総 務 

財 政 

議 案 

第 １ １ 号 

堺市職員の育児休

業等に関する条例

の一部を改正する

条例 

国家公務員に係る妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援

のために講じる措置を踏まえ、地方公務員法第２４条第４

項の規定に基づき、本市における非常勤職員に係る育児休

業等の取得要件等について国家公務員との権衡を図った措

置を講じることとし、所要の改正等を行うもの 

 

◯ 令和4年4月1日から施行 

３月２４日 

可 決 

全 会 一 致 

総 務 

財 政 

議 案 

第 １ ２ 号 

職員の服務の宣誓

に関する条例の一

部を改正する条例 

人事委員会の委員及び職員の服務に係る宣誓について、

宣誓書への署名及び押印の取扱いを見直すこととし、所要

の改正等を行うもの 

 

◯ 令和4年4月1日から施行 

３月２４日 

可 決 

全 会 一 致 

総 務 

財 政 

議 案 

第 １ ３ 号 

堺市基金条例の一

部を改正する条例 

カーボンニュートラルの実現に向けた取組をより一層推

進するため、堺市環境都市推進基金に関し、その名称につ

いて見直しを行うとともに設置の目的に当該取組を明記す

ることとし、所要の改正を行うもの 

 

◯ 令和4年4月1日から施行 

３月２４日 

可 決 

全 会 一 致 

産 業 

環 境 

議 案 

第 １ ４ 号 

堺市立老人福祉セ

ンター条例の一部

を改正する等の条

例 

より安定的かつ効果的なサービスを提供できるようにす

るため、堺市立八田荘老人ホーム及び堺市立中老人福祉セ

ンターを民間の施設とすることに伴い、所要の改正等を行

うもの 

 

◯ 令和4年4月1日から施行 

３月２４日 

可 決 

全 会 一 致 

健 康 

福 祉 

議 案 

第 １ ５ 号 

堺市子ども医療費

助成条例の一部を

改正する条例 

民法の一部改正による成年年齢の引下げ等に伴う所要の

改正等を行うもの 

 

◯ 令和4年4月1日から施行 

３月２４日 

可 決 

全 会 一 致 

健 康 

福 祉 

議 案 

第 １ ６ 号 

堺市保健医療審議

会条例の一部を改

正する条例 

堺市保健医療審議会について、より一層効率的かつ効果

的な運営を行うことにより、市民の健康寿命の延伸を総合

的に推進するため、審議会の名称、任務等の見直し等を行

うこととし、所要の改正等を行うもの 

 

◯ 令和4年4月1日から施行 

３月２４日 

可 決 

全 会 一 致 

健 康 

福 祉 
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議 案 番 号 件  名 内      容（主なもの） 

議 決 月 日 

結 果 

採 決 状 況 

付 託 

委員会 

議 案 

第 １ ７ 号 

堺市手数料条例の

一部を改正する条

例 

動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正に伴い、同

法に基づき本市が行うこととなる事務について新たに手数

料の額を定めることとし、所要の改正を行うもの 

 

◯ 令和4年6月1日から施行 

３月２４日 

可 決 

起 立 多 数 

予 算 

審 査 

議 案 

第 １ ８ 号 

堺市附属機関の設

置等に関する条例

の一部を改正する

条例 

（１）本市における児童福祉施設などの整備が進行し、堺

市子ども青少年局児童福祉施設等施設整備審査会の開催回

数が減少していることから、審議等に係る事案の発生に応

じて審査会を組織することとし、審査会の委員の任期につ

いて所要の改正を行うもの 

（２）堺市駅前公共施設用地活用事業に係る事業者の選定

についての審議及び審査に関する事務を行うため、堺市駅

前公共施設用地活用事業者選定委員会を設置することと

し、所要の改正を行うもの。 

 

◯ 公布の日（令和4年3月29日）から施行 

３月２４日 

可 決 

全 会 一 致 

建 設 

議 案 

第 １ ９ 号 

堺市消防団員の定

員、任免、給与、服

務等に関する条例

及び堺市消防局災

害活動支援隊条例

の一部を改正する

条例 

消防団員等の処遇の改善を行うため、消防団員並びに堺

市消防局災害活動支援隊の支援隊長及び支援隊員の報酬及

び費用弁償について見直しを行うこととし、所要の改正を

行うもの 

 

 

◯ 令和4年4月1日から施行 

３月２４日 

可 決 

全 会 一 致 

市 民 

人 権 

議 案 

第 ３ ９ 号 

堺市国民健康保険

条例の一部を改正

する条例 

（１）本市の国民健康保険料率について特例措置を講ずる

こととし、所要の改正を行うもの 

（２）国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、未就学児

に係る被保険者均等割額を減額することとし、所要の改正

を行うもの 

（３）国民健康保険法の一部改正に伴い、所要の改正等を

行うもの 

 

◯ 令和4年4月1日から施行 

３月２４日 

可 決 

起 立 多 数 

予 算 

審 査 

議 案 

第 ４ ０ 号 

堺市おでかけ応援

利用者証条例の一

部を改正する条例 

令和３年第４回定例会に提案した内容から、令和５年度

以降、６５歳以上の市民税非課税世帯に属する高齢者を制

度の対象に追加し、所要の改正を行うもの 

 

３月２４日 

否 決 

起 立 少 数 

建 設 

議 案 

第 ４ １ 号 

堺市消防手数料条

例の一部を改正す

る条例 

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正を

踏まえ、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関

する法律に基づく保安確保機器に関する認定及び貯蔵施設

または特定供給設備に関する変更の許可に係る手数料につ

いて見直しを行うこととし、所要の改正等を行うもの 

 

◯ 令和4年4月1日から施行 

３月２４日 

可 決 

起 立 多 数 

予 算 

審 査 

6



議 案 番 号 件  名 内      容（主なもの） 

議 決 月 日 

結 果 

採 決 状 況 

付 託 

委員会 

議 員 提 出 

議 案 

第 １ 号 

堺市議会議員定数

及び各選挙区選出

議員数に関する条

例の一部を改正す

る条例 

堺市議会議員の議員定数を４８人から４１人に改め、これ

に伴い各選挙区において選出する議員の数について必要な

改正を行うために本条例案を提案するもの 

 

 

３月２４日 

否 決 

起 立 少 数 

総 務 

財 政 

議 員 提 出 

議 案 

第 ２ 号 

堺市議会議員の議

員報酬の特例に関

する条例の一部を

改正する条例 

堺市議会議員の議員報酬の月額を、令和４年４月１日か

ら令和５年４月３０日までの特例期間の間、堺市議会議員

の議員報酬等に関する条例（昭和３１年条例第１３号）別

表に規定する額から、議会議長及び議会副議長にあっては

その１００分の２０に相当する額を減額し、それ以外の議

員にあっては、議会議員について同表に規定する額からそ

の１００分の２０に相当する額を減じた額とするもの 

３月２４日 

否 決 

起 立 少 数 

総 務 

財 政 

議 案 

第 ４ ９ 号 

堺市市税条例及び

堺市手数料条例の

一部を改正する条

例 

１．堺市市税条例 

（１）個人の市民税について、公的年金等受給者の申告義

務に係る規定の整備を行うもの 

（２）固定資産税等について、課税標準の特例による減額

措置の適用期限の延長等に伴う所要の改正を行うもの 

（３）固定資産税について、省エネ改修を行った住宅に係

る減額措置の見直しに伴う所要の改正を行うもの 

 

２．堺市手数料条例 

（１）固定資産課税台帳に記載されている事項に関する証

明書の交付等について一定の措置を講じたものの交付等を

含むことを明確化するもの 

（２）納税証明書等の交付等について、住所に代わる事項

の記載をしたものの交付等を含むことを明確化にするもの 

（３）規定の整備を行うもの 

 

◯ 個人の市民税の公的年金等受給者の申告義務に係る規

定の整備については令和 6年 1月 1日、納税証明書等の交

付等に係る規定の整備については令和 6年 4月 1日、それ

以外は公布の日（令和 4年6月24日）から施行 

６月２１日 

可 決 

全 会 一 致 

総 務 

財 政 

議 案 

第 ５ ０ 号 

堺市工場立地法第

４条の２第１項の

規定に基づく準則

を定める条例の一

部を改正する条例 

国家戦略特別区域法の一部改正を踏まえ、本市の区域内

に所在する工場立地法等に基づく特例既存工場について、

緑地及び環境施設の面積率を緩和することにより、工場の

建て替え等の企業投資を促進し、雇用及び事業機会の拡大

や税源涵養を図るため、国家戦略特別区域法の規定に基づ

く準則を定めることとし、所要の改正を行うもの 

 

◯ 令和4年7月1日から施行 

６月２１日 

可 決 

起 立 多 数 

産 業 

環 境 

議 案 

第 ５ １ 号 

堺市都市計画法に

基づく市街化調整

区域内における開

発行為等の許可に

関する条例の一部

を改正する条例 

都市計画法及び都市計画法施行令の一部改正に伴い、市

街化調整区域に係る条例で定める開発許可の基準について

見直しを行うもの 

 

 

◯ 令和4年7月1日から施行 

６月２１日 

可 決 

全 会 一 致 

建 設 
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議 案 番 号 件  名 内      容（主なもの） 

議 決 月 日 

結 果 

採 決 状 況 

付 託 

委員会 

議 案 

第 ５ ２ 号 

堺市消防団員等公

務災害補償条例の

一部を改正する条

例 

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一

部改正に伴う規定の整備を行うもの 

 

◯ 公布の日（令和4年6月24日）から施行 

６月２１日 

可 決 

全 会 一 致 

市 民 

人 権 

議 案 

第 ５ ３ 号 

堺市附属機関の設

置等に関する条例

の一部を改正する

条例 

上下水道局の所管する未利用資産の活用事業について、

当該活用事業を行う者の選定に係る審議及び審査に関する

事務を行うため、堺市上下水道局未利用資産活用事業者選

定委員会を設置することとし、所要の改正を行うもの 

 

◯ 公布の日（令和4年6月24日）から施行 

６月２１日 

可 決 

全 会 一 致 

建 設 

議 案 

第 ６ ８ 号 

堺市手数料条例の

一部を改正する条

例 

建築基準法の一部が改正されたことに伴い、所要の改正

を行うもの 

 

◯ 公布の日（令和4年6月9日）から施行 

６ 月 ８ 日 

可 決 

全 会 一 致 

省 略 

議 員 提 出 

議 案 

第 １ ７ 号 

堺市議会議員の議

員報酬等に関する

条例の一部を改正

する条例 

議会議員の議員報酬の支給方法について、現在、離職し

た者には離職した日の属するその月分の議員報酬の全額を

支給しているが、離職した日までの分を支給することとす

るもの 

 

◯ 公布の日（令和4年5月31日）から施行 

５月３０日 

可 決 

全 会 一 致 

省 略 

議 員 提 出 

議 案 

第 １ ８ 号 

堺市議会政務活動

費の交付に関する

条例の一部を改正

する条例 

議会の会派又は議員に対して交付される政務活動費につ

いて、政務活動費の額は、議員１人あたり月額３００，０

００円とし、毎月１日を基準として交付しているが、月の

末日以外の日をもって議員でなくなった場合、当該日の属

する月の政務活動費の額については、その月の現日数を基

礎として日割りをもって計算した額とし、当該額を超える

政務活動費の交付を受けたときは、その超える部分の政務

活動費を返還しなければならないこととするもの 

 

◯ 公布の日（令和4年5月31日）から施行 

５月３０日 

可 決 

全 会 一 致 

省 略 

議 案 

第 ７ ９ 号 

堺市公告式条例の

一部を改正する条

例 

事務処理の効率化を図るため、市長及び教育委員会を除

く本市の機関が定める規則の公布等について、その署名及

び押印の見直しを行うこととし、所要の改正等を行うもの 

 

◯ 公布の日（令和4年10月5日）から施行 

９月３０日 

可 決 

全 会 一 致 

総 務 

財 政 

議 案 

第 ９ ２ 号 

堺市手数料条例の

一部を改正する条

例 

（１）長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部が改

正されたことに伴い、所要の改正を行うもの 

（２）マンションの管理適正化の推進に関する法律の一部

が改正されたことに伴い、管理計画の認定制度が新たに創

設されたことから、認定申請等に係る手数料を新たに規定

するもの 

 

◯ 令和4年10月1日から施行 

９月３０日 

可 決 

全 会 一 致 

建 設 
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議 案 番 号 件  名 内      容（主なもの） 

議 決 月 日 

結 果 

採 決 状 況 

付 託 

委員会 

議 案 

第 ９ ３ 号 

地方公務員法の一

部改正に伴う関係

条例の整備等に関

する条例 

地方公務員法の一部改正を踏まえ、令和５年４月１日か

ら職員の定年を６０歳から６５歳まで段階的に引き上げ、

管理監督職勤務上限年齢制、定年前再任用短時間勤務制等

を設けることとし、関係する条例について所要の改正及び

規定の整備を行うもの 

堺市職員退職手当支給条例について、雇用保険法の一部

改正に係る規定の整備を行うもの 

 

◯ 令和5年4月1日から施行 

第４条中堺市職員退職手当支給条例第９条第３項及び附則

第９項の改正規定並びに附則第３９項の規定は、公布の日

（令和4年9月30日）から施行 

９月３０日 

可 決 

全 会 一 致 

総 務 

財 政 

議 案 

第 ９ ４ 号 

堺市職員の育児休

業等に関する条例

の一部を改正する

条例 

（１）地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正及

び国家公務員に係る妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援

のために講じる措置を踏まえ、地方公務員法第２４条第４

項の規定に基づき、本市における非常勤職員に係る育児休

業の取得要件等について国家公務員との権衡を図った措置

を講じることとし、所要の改正等を行うもの 

（２）地方公務員法の一部改正に伴う堺市職員の定年等に

関する条例の一部改正により、管理監督職勤務上限年齢制

が導入されることを踏まえ、育児休業をすることができな

い職員の範囲等について見直しを行うこととし、所要の改

正等を行うもの 

 

◯ 非常勤職員に係る育児休業の取得要件等の改正につい

ては令和4年10月1日、それ以外については令和 5年4月

1日から施行 

９月３０日 

可 決 

全 会 一 致 

総 務 

財 政 

議 案 

第 ９ ８ 号 

堺市個人情報の保

護に関する法律施

行条例 

個人情報の保護に関する法律の一部改正により、議会を

除く地方公共団体の機関が同法の適用対象となることに伴

い、同法の施行について必要な事項を定めることとし、堺

市個人情報保護条例の全部改正を行うもの 

 

◯ 令和5年4月1日から施行 

１２月２０日 

可 決 

全 会 一 致 

総 務 

財 政 
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議 案 番 号 件  名 内      容（主なもの） 

議 決 月 日 

結 果 

採 決 状 況 

付 託 

委員会 

議 案 

第 ９ ９ 号 

堺市附属機関の設

置等に関する条例

の一部を改正する

条例 

（１）栂・美木多駅前再編整備における公共施設用地の活

用に係る事業者の選定について審議及び審査に関する事務

を行うため、堺市栂・美木多駅前再編整備に係る公共施設

用地活用事業者選定委員会を設置することとし、所要の改

正を行うもの 

（２）堺市文化観光局指定管理者候補者選定委員会につい

て、堺市立町家歴史館の指定管理者制度導入等により、委

員会の委員の定数を見直すもの 

（３）水賀池公園において公募対象公園施設の設置等を行

わせる事業者及び公園施設等の管理を行わせる指定管理者

の候補者並びに水賀池公園の市有地活用事業に係る事業者

の選定に関する事項についての審議及び審査に関する事務

を行うため、堺市水賀池公園活用等事業者等選定委員会を

設置することとし、所要の改正を行うもの 

 

◯ 公布の日（令和4年12月21日）から施行 

１２月２０日 

可 決 

全 会 一 致 

市 民 

人 権 

議 案 

第１００号 

堺市手数料条例の

一部を改正する条

例 

端末機を利用した戸籍の附票の写しの交付を開始するに

当たって、当該交付に係る手数料を定めることとし、所要

の改正を行うもの 

 

○ 令和5年1月1日から施行 

１２月２０日 

可 決 

全 会 一 致 

市 民 

人 権 

議 案 

第１０１号 

堺市立町家歴史館

条例の一部を改正

する条例 

本市の貴重な歴史文化資源の保護及び保存並びにその活

用に向け、堺市立町家歴史館について、新たに堺市指定有

形文化財井上関右衛門家住宅を指定し、また山口家住宅の

使用の許可を行うほか、利用者のサービス向上を図り、効

率的かつ効果的な管理運営をめざして指定管理者制度を導

入するための所要の改正等を行うもの 

 

○ 公布の日（令和4年12月23日）から起算して２年を

超えない範囲内において規則で定める日から施行、施行前

の準備行為に係る規定については、公布の日から施行 

１２月２０日 

可 決 

全 会 一 致 

産 業 

環 境 

議 案 

第１０２号 

堺市議会議員及び

市長の選挙におけ

る選挙運動用自動

車の使用及びポス

ターの作成の公営

に関する条例及び

堺市議会議員及び

堺市長の選挙にお

ける選挙運動用ビ

ラの作成の公営に

関する条例の一部

を改正する条例 

公職選挙法施行令の一部改正を踏まえ、本市の市議会議

員及び市長の選挙における公費負担の限度額の見直しを行

うこととし、堺市議会議員及び市長の選挙に関する選挙運

動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例

及び堺市議会議員及び堺市長の選挙における選挙運動用ビ

ラの作成の公営に関する条例について所要の改正等を行う

もの 

 

 

 

 

◯ 公布の日（令和4年12月23日）から施行 

１２月２０日 

可 決 

全 会 一 致 

総 務 

財 政 
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議 案 番 号 件  名 内      容（主なもの） 

議 決 月 日 

結 果 

採 決 状 況 

付 託 

委員会 

議 案 

第１１９号 

堺市職員の給与に

関する条例等の一

部を改正する条例 

令和４年の本市人事委員会勧告を踏まえ、所要の改正を

行うもの 

 

一般職の職員の月例給について、令和４年４月分の職員

給与が民間給与に比べ９６２円、０．２５％下回っている

ことから、その公民格差を解消するために給料表の引上げ

改定を行うもの 

期末勤勉手当について、年間の支給割合を一般職職員の

勤勉手当にあっては０．１月分、再任用職員の勤勉手当に

あっては０．０５月分、特定任期付職員の期末手当にあっ

ては０．０５月分それぞれ引き上げるもの 

 

 

〇 公布の日（令和 4年 12月 21日）から施行。ただし令

和 5年 6月以降に支給する期末手当の支給割合に係る規定

については、令和 5年 4月 1日から施行、給料月額の改定

及び規定の整備については、令和 4年 4月 1日から施行、

令和 4 年 12 月に支給する期末手当の支給割合に係る規定

は、令和4年12月から適用する。 

 

１２月２０日 

可 決 

全 会 一 致 

総 務 

財 政 

議 員 提 出 

議 案 

第 ３ ６ 号 

堺市議会個人情報

の保護に関する条

例 

個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）の一

部改正により、令和５年４月１日から地方公共団体の個人

情報保護制度について、法に基づく全国的な共通ルールが

直接適用されることとなったが、地方議会はこの共通ルー

ルの適用対象外とされたため、独自の個人情報保護制度を

設ける必要がある。 

このことから、本市議会における個人情報の適正な取扱

いに関し必要な事項を定めるとともに、本市議会が保有す

る個人情報についての個人の権利を明らかにすることによ

り、本市議会の事務の適正かつ円滑な運用を図りつつ、個

人の権利利益を保護するもの 

 

◯ 令和5年4月1日から施行 

１２月２０日 

可 決 

全 会 一 致 

総 務 

財 政 

議 員 提 出 

議 案 

第 ３ ７ 号 

堺市議会議員定

数及び各選挙区

選出議員数に関

する条例の一部

を改正する条例 

令和２年国勢調査の結果による人口に基づき、各選挙区

における一票の格差を是正するため、堺市議会議員の議員

定数を４８人から４７人に改め、これに伴い各選挙区にお

いて選出する議員の数について必要な改正を行うもの 

１２月２０日 

否 決 

起 立 少 数 

総 務 

財 政 
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